
緊急時モニタリング検査結果について（福島県・野菜）

放射性セシウム
11品中

100Bq／kgを超えるもの1品

測定結果
No 場所 採取日時 試料の種類 セシウム-134 セシウム-137 合算値

（Bq／kg） （Bq／kg） （Bq／kg）

1 福島市 H25.1.9 イチゴ（施設） 検出せず(＜7.8) 検出せず(＜7.0) 検出せず

2 福島市 H25.1.8 ホウレンソウ（施設） 検出せず(＜4.8) 検出せず(＜3.6) 検出せず

3 福島市 H25.1.9 アサツキ 検出せず(＜8.5) 検出せず(＜7.8) 検出せず

4 郡山市 H25.1.10 コマツナ 52.1 94.5 150

5 白河市 H25.1.8 フキノトウ 検出せず(＜9.8) 検出せず(＜8.3) 検出せず

6 白河市 H25.1.9 イチゴ（施設） 検出せず(＜7.0) 検出せず(＜6.7) 検出せず

7 喜多方市 H25.1.10 ネギ（施設） 検出せず(＜4.3) 検出せず(＜2.7) 検出せず

8 棚倉町 H25.1.9 イチゴ（施設） 検出せず(＜8.1) 検出せず(＜8.7) 検出せず

9 玉川村 H25.1.8 フキノトウ（施設） 検出せず(＜9.5) 検出せず(＜7.5) 検出せず

10 三春町 H25.1.8 フキノトウ 検出せず(＜4.8) 検出せず(＜3.0) 検出せず

11 新地町 H25.1.8 イチゴ（施設） 検出せず(＜3.3) 検出せず(＜3.2) 検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値　セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）

※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字２桁（上位から３桁目を四捨五入したもの）で記載しています。

平成２５年１月１０日に郡山市で採取したコマツナについては、１５０Bq/kg検出されましたが、農業用資材の不適切な管理に起因する特異的な事案であったことから、出荷自粛要請
は、当該生産者のみとなっていることをお知らせします。


